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社会福祉法人六親福祉会の給食業務委託仕様書 

 

Ⅰ. 給食業務委託概要 

 

1. 委託業者選考の概要 

 
①件名        給食業務委託 
②委託者       社会福祉法人 六親福祉会 
③委託施設      介護老人福祉施設 あしはらの園 

  ④委託施設所在地   佐賀県小城市芦刈町三王崎 1523 
⑤委託開始日     令和 6 年 12 月 1 日 

 
 
2. 提出先及び提出期限 

 
①資料提出先 

      〒849-0314 佐賀県小城市芦刈町三王崎 1523 
            社会福祉法人 六親福祉会 
              介護老人福祉施設 あしはらの園 

                  ℡ 0952-51-5033 
②提出期限  令和 6 年 8 月 15 日 
③提出書類  見積書、仕様書に準じた提案書、佐賀県内実績表 
       その他参考となる資料 

 

Ⅱ. 給食業務委託基本仕様 

 
1. 受託会社条件 

 
   ① 緊急時・災害時における食事提供及び食材料備蓄体制が構築されて 
         おり、３日分提供できる事。ただし、全て当施設内に備蓄する必要 

はなく、供給体制を明記すれば可。 
   ② 嚥下・咀嚼困難な方へ十分配慮された食事提供ができる事。 

③ 過去５年以内に支店管轄地域にて食中毒発生事例がない事。 
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   ④ 佐賀県内に受託先がある事。出来れば佐賀市、小城市地区周辺にて受 
     託先がある事。            

⑤ 資料等提出時、同規模以上の施設受託実績が佐賀県内にある事。 

    
2. 調理従事者及び業務責任者 

① 調理に従事するものは、病院・福祉施設の調理業務に従事するに十分

な教育・訓練がされている事。 
② 従業員を新規雇用する場合は、病院・福祉施設における調理業務であ

る事を十分に教育の上、業務に従事させる事。 
③ 業務遂行上の受託者としての責任を負うべき業務責任者（必ず正社 

員）を常勤させ、施設との連絡調整の任にあたらせる事。 

 
3. 安全衛生 

① 受託者は「大量調理施設衛生管理マニュアル」及び受託者が定めた 
「自主管理マニュアル」に基づき管理・運営を行う事。 

② 食品衛生責任者の配置 
受託者は、施設に食品衛生責任者を置き、その任にあたらせる事。 

③ 業務従事者の衛生管理 
1） 受託者は必要な健康診断を実施し、その結果を整理保管する。 
2） 受託者は業務従事者に対し、採用時及び月１回以上の検便を行 

い、結果報告書を速やかに委託者に提出する事。 
3） 受託者は上記 1）2）の結果、食品衛生上支障のある者、あるい 

は下痢症状・発熱・外傷・皮膚病その他伝染病等、食品衛生上 

支障の恐れのある者を調理業務に従事させない事。 
4） 身体・衣服は常に清潔にし、調理室では清潔な着衣・帽子・ 

マスク等着用する事。また、専用の履物を用い、室外と兼用し 
ない事。 

5） 爪は常に短く切り、指輪、ネックレス等のアクセサリーは着け 
ない事。また、マニキュアもしない事。 

6） 手洗いは励行させる事。特に調理前、下処理後、汚物の取り扱 
  い後、用便後、配膳前等、その上で業務に着手させる事。 

④ 食品の取り扱い 
1） 食品の納入後、直ちに所定の貯蔵場所に保管する事。 
2） 下処理後、調理後の食品は、床面や不潔な場所に置かない事。 
3） 野菜・果物・卵等を使用する場合は、十分洗浄する事。 
4） 喫食に直接供する食品を扱う容器は、完全に消毒したものを使 
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  用する事。また、素手で扱わない事。 
5） 冷蔵庫内で食品を貯蔵する場合は、適温を保つと共に食品の相 

互汚染が生じない方法で行う事。 
6） 加熱を要する食品の加熱は、当日行う事。 

⑤ 加熱調理時の中心温度及び記録 
加熱調理時は、中心温度計を用いて食材毎に測定し記録する事。 

⑥ 保存食 
1） 原材料・調理食品は、事故に備えて毎回５０ｇ程度保存する事。 
2） 保存期間は２週間以上とする。 

 
4. 教育・研修 
   受託者は、調理・食品等の取り扱い等が適正かつ円滑に行われるように 
   研修を行い、業務従事者の資質の向上を図るように努める事。また、調 
   理業務従事者に対して定期的に衛生面及び技術面の教育又は訓練を実施 
   する事。 

 
5. 防火管理 

① 火元責任者の設置 
受託者は、調理、食品の取り扱い等適正かつ円滑に行われるよう研 
修等により業務従事者に対し、火気の使用及び消火設備・機器の取 
り扱いに関する指導及び監督を行う事。 

② 防火訓練への参加等 
受託者は、災害防止責任者を定め災害防止に努める事。また、施設 
が計画する防災訓練等には、積極的に参加・協力する事。 

 
6. 情報管理 
   受託者は、本件給食業務委託に関わる書類・帳票類及び個人情報を適切 
   に管理し、情報の漏洩、滅失及び毀損の防止に努める事。当該業務に従 
   事する者は、その業務に関して知り得た個人情報及び業務上知り得た秘 
   密を他に漏らしてはならない。その業務を退いた後も同様とする。 

 
7. 受託業務の代行 

① 受託者は、やむを得ぬ事情により受託業務の遂行が困難となった場合

の保証のため、あらかじめ代行業者を定めておく事。受託者の申し出

により施設が委託業務の代行の必要性を認めた場合は、代行業務を履

行する事。 
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１）受託者は、代行業者との代行契約者の写しを契約締結後速やかに委 
託者に提出する事。 

２）業務を代行させる場合には、理由、期間、代行業者、期間中の調理 
体制、代行業者の業務責任者、その他施設が指定する項目について 
承認を受ける事。 

 
8. 準備行為 
    営業許可等、法令等に基づく保健所等行政機関への届出・許可等、業 
    務受託にあたって必要な諸手続き・準備を遅滞なく行う事。 

 

Ⅲ. 給食業務委託仕様詳細 

 
1．食数  

   
 定員 朝食 昼食 おやつ 夕食 
特   養 54 名 ○ ○ ○ ○ 
短   期 15 名 ○ ○ ○ ○ 
通   所 10 名  ○ ○  
グループホーム 9 名 ○ ○  ○ 
検   食 1 名 ○ ○  ○ 
保 存 食 1 名 ○ ○ ○ ○ 

  
  ・通所の食数は曜日により異なり、利用者数は 5 名～9 名利用されて 
   います。火曜日は休みです。 
  ・グループホームの食材については切り込み作業まで行い、人数分を 
   まとめて提供する事。 

 
2．契約形態  ： 管理費制として見積書を作成の事 
          献立作成については施設側で行う。 

 
3．提供品数の基本                  

（朝） 主食 味噌汁 小鉢 小付 漬物      計 5 品  
  （昼） 主食 汁 主菜 小鉢 小鉢 果物   計 6 品  

（夕） 主食 汁 主菜 小鉢 小鉢      計 5 品  

 
 



5 
 

4．人員の配置について 
  継続的に高品質の食事提供がなされる人員配置とする事。 
  人員数・総労働時間は受託者の考え得るものとする。 

 
5．食事時間    

  食数締切時間 配膳時間 下膳時間 

朝食 前日 19：00 まで  8：00 9：00 

昼食 当日 10：30 まで 

短期 11：45 

特養 12：00 

通所 12：05 

13：00 

夕食 当日 16：00 まで 17：30 18：30 

おやつ 当日 11：30 まで 15：00 15：20 

     
6．配膳・下膳方法 

配膳車を用い、各利用者へのテーブルセットまで行うこと。 

 
7．食事の種類 
   ① 一般食  
      エネルギーや各栄養素などに特別な制限のない食事をいい、栄養 
      状態を良好に維持し回復力を高める食事を提供する事。 
          エネルギー：1400kcal 
          蛋白質：60ｇ 

②  療養食（糖尿病食、腎臓病食、貧血食等） 
      医師の指示に基づき、疾病治療上または健康面から栄養成分を考 
      慮すべき入所者に対して、適正な内容の食事を提供する事。 
   ③ 代替食 
      嗜好及びアレルギー対応等、必要に応じて代替食を提供する事。 
   ④ 食事形態 
      利用者の状態に応じて、常食、一口大きざみ、きざみ、ミキサー

食等を提供する事。誤嚥防止の処置に努めること。 
   ⑤ 行事食及びイベント食 
      施設の年間行事計画に従い行事食及びイベント食を実施する事。 
      費用については別途協議のうえ決定する。 
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8. 以下の設備機器は無償貸与する(他に必要な機器があれば準備すること)。 

 
品  名 型  式 数量 備 考 

包丁まな板殺菌庫 CS-2005 １  
冷凍庫 HF-90NA3-ML １  
冷蔵庫 HR-150NA-ML １  
保存食用冷凍庫 SCR-T117A １  
器具消毒保管庫 Mes-10 1  
器具戸棚  １  
作業台・抽斗付  １  
ガステーブル XY-1575T １  
ローレンジ XY-1275L １  
カセットコンロ（イワタニ） O4.10-A3126602 8  
ガス炊飯器 RR-40S1 １  
炊飯器（タイガー） JNO-A360 １  
スチームコンベクションオーブン CS2-K60 １  
下部戸棚盛付台  １  
配膳車兼下膳車  ２  
ソイルドテーブル（洗浄機前シンク）  １  
食器洗浄機 MDDG7ER １  
戸棚  １  
食器消毒保管庫・両面式 MEW １  
ラック  １  
シンク  １  
温冷配膳車スタンダードタイプ MOGS36SM-CP 1  
温冷配膳車スタンダードタイプ MOG36S １  
ドラフト洗米機 RWO-48A 型(水圧式) １  
電子レンジ（パナソニック） NE-T156-Ｗ １  
フードプロセッサー DLC-N7J １  

 
9.その他 
  水道、光熱費、設備のメンテナンス等は施設負担とする。 

 
※選考方法については、委託料を原則とするが、高齢者施設の特性上、適正な

食費や勤務シフト等の諸条件を踏まえて適正であると判断した際に選考するも

のとする。 

 
 
 
 



Ⅳ. 参考資料
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